
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
号

人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則

人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
　
市
町
村
長
は
、
出
生
、
死
亡
、
死
産
、
婚
姻
及
び
離
婚
の
届
出
（
死
亡
及
び
死
産
に
つ
い
て
は
官
庁
又
は

公
署
の
報
告
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
と
き
は
（
他
の
市
町
村
長
が
受
理
し
た
届
書
を
戸
籍
簿
記
載
の

た
め
送
付
し
て
来
た
場
合
を
除
く
。
）
、
こ
れ
に
基
き
、
す
み
や
か
に
人
口
動
態
調
査
票
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

前
項
の
届
出
に
は
、
航
海
中
の
出
生
、
死
亡
及
び
死
産
に
つ
い
て
航
海
日
誌
の
謄
本
に
よ
る
場
合
及
び
外
国
に

あ
る
日
本
人
が
そ
の
国
の
方
式
に
従
つ
て
作
ら
せ
た
届
出
事
件
に
関
す
る
証
書
の
謄
本
に
よ
る
場
合
を
含
む
。

第
二
条
　
市
町
村
長
は
、
人
口
動
態
調
査
票
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
に
人
口
動
態
調
査
票
市
町
村
送

付
票
（
以
下
「
市
町
村
送
付
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え
、
保
健
所
の
所
管
区
域
に
よ
つ
て
、
当
該
保
健
所
長
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
保
健
所
長
は
、
毎
月
、
市
町
村
長
か
ら
送
付
さ
れ
た
人
口
動
態
調
査
票
の
う
ち
、
前
月
中
の
出
生
、
死
亡

及
び
死
産
で
あ
つ
て
そ
の
月
の
十
四
日
ま
で
に
届
出
が
あ
つ
た
も
の
に
係
る
分
（
前
々
月
以
前
の
出
生
、
死
亡
及

び
死
産
で
あ
つ
て
前
月
の
十
五
日
か
ら
そ
の
月
の
十
四
日
ま
で
の
間
に
届
出
が
あ
つ
た
も
の
に
係
る
分
を
含
む
。
）

並
び
に
前
月
中
に
届
出
が
あ
つ
た
婚
姻
及
び
離
婚
に
係
る
分
を
と
り
ま
と
め
、
こ
れ
に
人
口
動
態
調
査
票
保
健
所

送
付
票
（
以
下
「
保
健
所
送
付
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
そ
の
月
の
二
十
五
日
ま
で
に
都
道
府
県
知
事
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
保
健
所
に
あ
つ
て
は
、
市
長
を
経
由
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
保
健
所
長
か
ら
人
口
動
態
調
査
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
人
口
動
態
調

査
票
都
道
府
県
送
付
票
（
以
下
「
都
道
府
県
送
付
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
送
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
五
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
削
除

第
六
条
　
出
生
票
、
死
亡
票
、
死
産
票
、
婚
姻
票
、
離
婚
票
、
出
生
小
票
、
死
亡
小
票
、
市
町
村
送
付
票
、
保
健
所

送
付
票
及
び
都
道
府
県
送
付
票
の
様
式
は
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
に
よ
る
。

第
七
条
　
削
除

第
八
条
　
人
口
動
態
調
査
票
に
記
入
す
べ
き
市
町
村
符
号
及
び
保
健
所
符
号
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
交
通
不
便
の
た
め
所
定
の
期
限
ま
で
に
人
口
動
態
調
査
票
の

送
付
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
に
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
　
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
人
口
動
態
調
査
票
及
び
市
町
村
送
付
票
、

保
健
所
送
付
票
又
は
都
道
府
県
送
付
票
（
以
下
「
調
査
票
等
」
と
い
う
。
）
の
作
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
六
条
の
規

定
に
基
づ
く
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
及
び
様
式
第
八
号
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
の
各
欄
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
当
該
様
式
に
準
ず
る
様
式
に
よ
り
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
明
確
に
判
別
で
き
る
よ
う
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
調
査
票
等
の
送
付
は
、
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
送
付
を

し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
行
う
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
付
を
す
る
場
合
は
、
同
項
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
と
き
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
に
あ
つ
て
は
、
当
該
記
録
に
つ
き
市
長
の
確

認
を
受
け
た
と
き
）
に
調
査
票
等
が
保
健
所
長
、
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な

す
。第

一
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
調
査
票

等
の
書
面
又
は
そ
の
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

五
号
ま
で
及
び
様
式
第
八
号
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
の
各
欄
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当
該
様
式
に
準
ず

る
様
式
に
よ
り
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
明
確
に
判
別
で
き
る
よ
う
に
記
録
し
た
物
で
、
こ
れ

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の

作
成
又
は
送
付
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
二
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
入
出
力
装
置
（
当
該
送
付
を
し

よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
三
　
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
市
町
村
名
、
保

健
所
名
又
は
都
道
府
県
名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
送
付
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る

も
の
と
す
る
。

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
送
付
者
コ
ー
ド
の
使
用
を
廃
止
す

る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
四
　
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
人
口
動
態
調
査
で
あ
る
旨
及
び
人
口
動
態
調
査
票
の
種
別

二
　
送
付
年
月
日

三
　
都
道
府
県
名
、
保
健
所
名
又
は
市
町
村
名

第
十
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
人
口
動
態
調
査
の
実
施
に
当
た
り
、
当
該
職
員
を
し
て
、
市
町
村
、
保
健
所
及
び

都
道
府
県
の
担
当
者
に
対
し
、
調
査
票
等
の
作
成
及
び
審
査
の
基
準
並
び
に
提
出
方
法
に
つ
い
て
、
周
知
を
図
る

も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
　
削
除

第
十
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
の
保
存
す
る
人
口
動
態
調
査
票
の
保
存
期
間
は
調
査
を
実
施
し
た
年
の
翌
年
一
月
一
日

か
ら
一
年
と
し
、
人
口
動
態
調
査
票
及
び
結
果
原
表
を
収
録
し
た
磁
気
媒
体
の
保
存
期
間
は
永
年
と
す
る
。

第
十
四
条
　
特
別
区
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
中
「
市
町
村
」
と
あ
り
、
及
び
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
あ
る

の
は
「
特
別
区
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
り
、
及
び
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
区
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
お
い
て

は
、
こ
の
省
令
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
区
又
は
総
合
区
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
区
長
又
は

総
合
区
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

第
十
五
条
　
こ
の
省
令
は
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
一
二
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
〇
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
日
厚
生
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
〇
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改

正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
五
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
六
日
厚
生
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
八
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら

様
式
第
五
号
ま
で
、
薬
事
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
若
し
く
は
第
四
号
様
式
か

ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
又
は
賃
金
構
造
基
本
統
計

調
査
規
則
様
式
第
一
号
若
し
く
は
様
式
第
二
号
の
調
査
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
人
口
動
態

調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
、
薬
事
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
第
一
号
様
式
、
第

二
号
様
式
若
し
く
は
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

五
号
ま
で
又
は
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
規
則
様
式
第
一
号
若
し
く
は
様
式
第
二
号
の
調
査
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
の
様
式
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2



２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら

第
十
号
ま
で
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
人
口
動
態
調
査
令
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま

で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
一
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第１号（第６条関係）

（和暦）

（和暦）

和暦

和暦和暦

和暦

1 2 1 2 1 2

1 2

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

様
式
第
二
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第２号（第６条関係）

介護医療院・

（和暦）

（和暦）

和暦 和暦

（和暦）

和暦

（和暦）

Ⅰ

Ⅱ

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

手

術

解

剖

発
病
（発
症
）
又
は
受
傷
か
ら
死
亡
ま
で
の
期
間

1 2 1 2

1 2

1 2

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 3 4

5

1 2
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様
式
第
三
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第３号（第６条関係）

（和暦）

（和暦）

和暦

Ⅰ

Ⅱ

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

母体保護
法による
場 合

母体保護
法によら
ない場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 1 2 1 2

1 2 3 4

様
式
第
四
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第４号（第６条関係）

（和暦）

（和暦）

和暦和暦

和暦

和暦和暦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3

1

2

1 2 31 2 3

4



様
式
第
五
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第５号（第６条関係）

（和暦）

（和暦）

和暦和暦

和暦

和暦

和暦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3

様
式
第
六
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第６号（第６条関係） （和暦）

（和暦）

（和暦）

（和暦）（和暦）

（和暦）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2

1 21 2

1 2
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様
式
第
七
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第７号（第６条関係）

介護医療院・

（和暦）

（和暦）

（和暦） （和暦）

（和暦）

（和暦）

（和暦）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 3 4

5

1

2

1

2

1 2

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

Ⅰ

Ⅱ

発
病
（発
症
）
又
は
受
傷
か
ら
死
亡
ま
で
の
期
間

手

術

解

剖

1 2

1 2

様
式
第
八
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第８号（第６条関係）

（和暦）和暦
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様
式
第
九
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第９号（第６条関係）

和暦

様
式
第
十
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第10号（第６条関係）

和暦
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